
選択科目：   

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門    

専門とする事項： 

令和３年度 建設部門 道路 

Ⅱ－２―１ 子供が日常的に集団で移動する生活道路等の緊急交通安全対策 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

１ ． 調 査 検 討 す べ き 事 項 と そ の 内 容  

① 交 通 安 全 対 策 の 対 象 範 囲 の 明 確 化  

・ 対 象 と す る 未 就 学 児 等 （ 及 び 対 象 施 設 ） の 特 定  

・ 未 就 学 児 等 が 利 用 す る 路 線 の 把 握  

② 交 通 安 全 対 策 上 の リ ス ク 箇 所 の 把 握  

・ 自 動 車 事 故 に 関 す る リ ス ク  

・ 自 転 車 、 そ の 他 の 事 故 に 関 す る リ ス ク  

③ 交 通 安 全 対 策 の 立 案  

・ ソ フ ト 対 策 の 立 案  

・ ハ ー ド 対 策 の 立 案  

④ 優 先 順 位 付 け と ス ケ ジ ュ ー ル 化  

・ 実 施 対 策 の 優 先 順 位 付 け  

・ ス ケ ジ ュ ー ル の 策 定  

２ ． 業 務 の 手 順 と 留 意 点 ・ 工 夫 点  

① 対 策 が 必 要 な 路 線 の 選 定  

・ 未 就 学 児 等 の 所 属 す る 施 設 の 立 地 状 況 、 地 元 ヒ ア リ

ン グ 等 の 状 況 か ら 、 交 通 安 全 対 策 の 対 象 と な る 路 線

を 設 定 す る 。  

② 現 況 把 握  

・ 道 路 幅 員 、 交 通 量 、 歩 行 者 ・ 自 転 車 交 通 量 、 立 地 施

設 の 状 況 等 を 把 握 す る 。  

・ 小 学 校 等 の 通 学 路 は 教 育 委 員 会 を 通 じ て 把 握 で き る

が 、 未 就 学 児 の 移 動 ル ー ト に つ い て は 各 園 へ の 問 合

せ に よ り 確 認 す る し か な い た め 、 漏 れ な く 確 認 で き

る よ う 留 意 す る 。  



選択科目：   

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門    

専門とする事項： 

令和３年度 建設部門 道路 

Ⅱ－２―１ 子供が日常的に集団で移動する生活道路等の緊急交通安全対策 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24 字×25 字

③ 対 策 立 案  

・ ソ フ ト 対 策 、 ハ ー ド 対 策 ま で 幅 広 く 提 案 す る 。  

・ ハ ー ド 対 策 が 有 効 と 判 断 さ れ る 場 合 で も 、 直 ち に 実

施 で き な い 場 合 は 、 緊 急 的 対 策 と し て の ソ フ ト 対 策

も あ わ せ て 提 案 す る 。  

・ 未 就 学 児 の 移 動 が 、 散 歩 や 遊 び 場 等 で あ る 場 合 、 移

動 ル ー ト の 変 更 や 目 的 地 の 変 更 、 道 路 交 通 情 報 を 踏

ま え た 移 動 時 間 帯 の 変 更 に つ い て 提 案 す る 。  

④ 優 先 順 位 付 け と ス ケ ジ ュ ー ル 化  

・ 優 先 順 位 付 け に あ た っ て は 、 リ ス ク 個 所 に お け る リ

ス ク ア セ ス メ ン ト を 実 施 し 、 判 断 す る 。  

・ ス ケ ジ ュ ー ル 化 に あ た っ て は 、 緊 急 的 対 策 と し て の

ソ フ ト 対 策 か ら 、 恒 久 対 策 と し て の ハ ー ド 対 策 へ の

切 り 替 え も 含 め て 、 対 策 実 施 の 見 通 し を 提 示 す る 。  

３ ． 関 係 者 と の 調 整 方 策  

 業 務 の 着 手 段 階 か ら 、 道 路 管 理 者 、 自 治 体 、 教 育 機

関 等 （ 保 育 園 、 幼 稚 園 、 小 学 校 等 ） 、 Ｐ Ｔ Ａ 等 保 護 者

団 体 、 地 域 組 織 （ 見 回 り 隊 等 ） 、 警 察 等 の 関 係 者 か ら

な る 協 議 会 を 設 置 し 、 意 見 聴 取 と 情 報 共 有 を 図 り な が

ら 業 務 を 遂 行 す る 。  

 業 務 の 進 捗 に あ わ せ て 、 保 護 者 を 対 象 と し た 説 明 会

を 開 催 し 、 リ ス ク 個 所 と 対 応 方 針 の 共 有 を 図 る と と も

に 、 家 庭 で の 理 解 促 進 と サ ポ ー ト を 要 請 す る 。  

 

 


